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(57)【要約】
　たばこ製品のパケット（２）のカートン箱は、前壁（
７）、後壁（８）、前壁（７）と後壁（８）に対して横
方向の２側壁（９、１０）、底壁（１１）及び上壁（１
２）を成す複数の壁（７、８、９、１０、１１、１２）
を有し、カートン箱（１）は夫々が１列（１５）のたば
こ製品パケット（２）を含む少なくとも２つの容器（１
３、１４）を有し、各容器（１３、１４）は側壁（７、
８、９、１０、１１、１２）の内の少なくとも１つの側
壁に沿って設けられた少なくとも第１の予備折曲線及び
／又は脆弱化線（２２）に沿って互いに接続されると共
に、容器（１３、１４）は、少なくとも本のように開い
てパケット（２）を取り出せる位置と容器（１３、１４
）が実質上隣り合い、かつ／又は重なり合うような閉じ
位置との間で第１予備折曲線及び／又は脆弱化線（２２
）の周りで回転でき、カートン箱（１）は閉じ位置で容
器（１３、１４）をロックする手段（２４）を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の壁（７、８、９、１０、１１、１２）を有するたばこ製品のパケットのカートン
箱であって、
　カートン箱は夫々が少なくとも１列（１５）のたばこ製品のパケット（２）を含む少な
くとも２つの容器（１３、１４）を有し、
　各容器（１３、１４）は、底壁（１６）と、第１及び第２の小さい側壁（１７、１８）
と、第１及び第２の大きい側壁（１９ 、２０）と、を有し、
　第１及び第２容器（１３、１４）の第１及び第２の小さい側壁（１７、１８）は夫々カ
ートン箱（１）の側壁（９、１０）を形成し、第１及び第２容器（１３、１４）の第１の
大きい側壁（１９）はカートン箱（１）の底壁（１１）を形成し、
　各容器（１３、１４）の底壁（１６）は巻きたばこのパケット（２）の列（１５）を収
容するように設計され、
　各パケット（２）は、その大きい側壁（６）が互いに平行に並び合い、パケット（２）
の後壁（４）が容器の底壁（１６）と接触するように規則正しく配置され、
　容器（１３、１４）は、壁（７、８、９、１０、１１、１２）の内の少なくとも１つの
壁に沿って設けられた少なくとも第１の予備折曲線及び／又は脆弱化線（２２）に沿って
互いに接続されると共に、本のように開いてパケット（２）を取り出せる位置と、容器（
１３、１４）が実質上隣り合い、かつ／又は重なり合うような閉じ位置との間で、第１予
備折曲線及び／又は脆弱化線（２２）の周りで回転でき、
　カートン箱（１）は閉じ位置で容器（１３、１４）をロックする手段（２４）を有する
ことを特徴とするカートン箱。
【請求項２】
　壁（７、８、９、１０、１１、１２）は、前壁（７）と、後壁（８）と、前壁（７）と
後壁（８）に対して横方向に延びる２つの側壁（９、１０）と、底壁（１１）と、上壁（
１２）とを成し、ロック手段は少なくとも上壁（１２）を少なくとも部分的に覆う少なく
とも１つの蓋（２４）を有すると共に、蓋は第２の予備折曲線及び／又は脆弱化線（２５
）に沿って少なくとも１つの容器（１３、１４）に接続することを特徴とする請求項１に
記載のカートン箱。
【請求項３】
　容器（１３、１４）が互いに対して回転できるように、第２の予備折曲線及び／又は脆
弱化線（２５）は第１の予備折曲線及び／又は脆弱化線（２２）に対して平行又は横方向
であることを特徴とする請求項２に記載のカートン箱。
【請求項４】
　蓋（２４）は前壁（７）を部分的に覆うことを特徴とする請求項２又は３に記載のカー
トン箱。
【請求項５】
　蓋（２４）は、上壁（２６）と、２つの側壁又は側部（２７）と、前壁（２８）とを有
し、カートン箱（１）が閉じ位置にある時は、蓋（２４）は上壁（１２）と、少なくとも
部分的に、前壁（７）と側壁（９、１０）とを覆うことを特徴とする請求項２～４の何れ
か一項に記載のカートン箱。
【請求項６】
　第２の予備折曲線及び／又は脆弱化線（２５）はカートン箱（１）の上壁（１２）の一
端縁部に沿って設けられていることを特徴とする請求項２～５の何れか一項に記載のカー
トン箱。
【請求項７】
　第２の予備折曲線及び／又は脆弱化線（２５）はカートン箱（１）の後壁（８）に沿っ
て設けられていることを特徴とする請求項２～５の何れか一項に記載のカートン箱。
【請求項８】
　第２の予備折曲線及び／又は脆弱化線（２５）はカートン箱（１）の上壁（１２）に沿
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って設けられていることを特徴とする請求項２～５の何れか一項に記載のカートン箱。
【請求項９】
　夫々の列（１５）にある各パケット（２）を夫々の容器（１３、１４）内に保持するた
めの手段（３０）を有することを特徴とする請求項１～８の何れか一項に記載のカートン
箱。
【請求項１０】
　保持手段（３０）は、壁（１６）で塗布されて各パケット（２）と夫々の容器（１３、
１４）との間で一時的な接続部を形成する少なくとも１つの接着剤物質層を有することを
特徴とする請求項９に記載のカートン箱。
【請求項１１】
　保持手段（３０）は、各容器（１３、１４）に関連して容器（１３、１４）内のパケッ
ト（２）の列（１５）を少なくとも部分的に覆う少なくとも１つの遮蔽部材（３１）有す
ることを特徴とする請求項９に記載のカートン箱。
【請求項１２】
　遮蔽部材（３１）は少なくとも部分的に取り外し可能であることを特徴とする請求項１
１に記載のカートン箱。
【請求項１３】
　底壁（１１）又は２つの側壁（９、 １０）のどちらかに設けられた容器（１３、１４
）を接続するための接続手段（３４）を有し、接続手段（３４）は予備折曲線及び／又は
脆弱化線（２２）を成すことを特徴とする請求項１～１２の何れか一項に記載のカートン
箱。
【請求項１４】
　接続手段（３４）は、底壁（１１）又は２つの側壁（９、 １０）のどちらかを少なく
とも部分的に覆うバンドを有することを特徴とする請求項１３に記載のカートン箱。
【請求項１５】
　バンドは、後壁（８）及び／又は前壁（７）を少なくとも部分的に覆うように延びるこ
とを特徴とする請求項１４に記載のカートン箱。
【請求項１６】
　蓋（２４）の所望されない開きを防止することができると共に、必要なら蓋（２４）の
閉鎖中及び／又は開放中に音を発することができる夫々の開口部（３６）と結合するため
の少なくとも１つの要素（３５）を有し、
　結合要素（３５）は蓋（２４）の前壁（２８）の内面（３７）に配置され、対応する開
口部（３６）はカートン箱（１）の前壁（７）に形成されることを特徴とする請求項１～
１５の何れか一項に記載のカートン箱。
【請求項１７】
　蓋（２４）の所望されない開きを防止することができると共に、必要なら蓋（２４）の
閉鎖中及び／又は開放中に音を発することができる夫々の開口部（３６）と結合するため
の少なくとも１つの要素（３５）を有し、
　結合要素（３５）はカートン箱（１）の前壁（７）に配置され、対応する開口部（３６
）は蓋（７）の前壁（７）に形成されることを特徴とする請求項１～１５の何れか一項に
記載のカートン箱。
【請求項１８】
　各容器（１３、１４）は、パケットの除去を容易にするための少なくとも１つの領域（
２１）を備えることを特徴とする請求項１～１７の何れか一項に記載のカートン箱。
【請求項１９】
　包装材料からなる少なくとも単一の平坦ブランクから形成されることを特徴とする請求
項１～１８の何れか一項に記載のカートン箱。
【請求項２０】
　カートン箱は第１の容器（１３）と第２の容器（１４）とを有し、
　容器（１３、１４）は、主要な長手軸（Ｂ）を有した包装材料の実質上矩形の第１の平
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坦ブランク（４０）又は第２平坦ブランク（４１）から夫々得られ、
　各ブランク（４０、４１）は、容器（１３、１４）の底壁（１６）を成す中央パネル（
４２）と、長手軸（Ｂ）に対して実質上垂直な各折曲線（４４）によって中央パネル（４
２）に夫々接続された第１小型サイドフラップ（４３）及び第２大型サイドフラップ（４
４）と、長手軸（Ｂ）に対して実質上平行な各折曲線（５０）によって中央パネル（４２
）に夫々接続された第１大型サイドフラップ（４６）及び第２小型サイドフラップ（４７
）と、を有し、
　第１大型サイドフラップ（４６）及び第２小型サイドフラップ（４７）は夫々、１組の
舌部（４８）を有し、各組の舌部（４８）は長手軸（Ｂ）に対して実質上垂直な各折曲線
（４５）によって各大型サイドフラップ（４６、４７）に接続され、第１小型サイドフラ
ップ（４３）と第２大型サイドフラップ（４４）と第１大型サイドフラップ（４６）と第
２小型サイドフラップ（４７）と各組の舌部（４８）とにより容器の各側壁（１７、１８
、１９、２０）を形成することを特徴とする請求項１～１８の何れか一項に記載のカート
ン箱。
【請求項２１】
　蓋（２４）及び容器（１３、１４）を接続するための手段（３４）は、包装材料からな
る第３の平坦ブランク（５１）から得られることを特徴とする請求項２０に記載のカート
ン箱。
【請求項２２】
　第３のブランク（５１）は実質上矩形であり、
　第３のブランク（５１）は、
　第１パネル（５２）と、
　第２の予備折曲線及び／又は脆弱化線（２５）によって第１パネル（５２）に接続され
た第２パネル（５３）と、
　第２の予備折曲線及び／又は脆弱化線（２５）に対して横方向の各折曲線（５５）によ
って第２パネル（５３）に接続された第１の組の側舌部（５４）と、
　第２の予備折曲線及び／又は脆弱化線（２５）に平行な第１の折曲線（６０）によって
前記第２パネル（５３）に接続された第３パネル（５９）と、
　第２の予備折曲線及び／又は脆弱化線（２５）に対して横方向の各折曲線（６２）によ
って第３２パネル（５９）に接続された第２の組の側舌部（６１）と、
　第２の予備折曲線及び／又は脆弱化線（２５）に平行な第２の折曲線（６０）によって
第１パネル（５２）に接続された第４パネル（６８）と、
　第２の予備折曲線及び／又は脆弱化線（２５）に平行な前記第１の予備折曲線及び／又
は脆弱化線（２２）によって第４パネル（６８）に接続された第５パネル（７０）と、を
有し、
　第２パネル（５３）と第３パネル（５９）と各組の側舌部（５４、６１）は蓋（２４）
を成し、第４パネル（６８）と第５パネル（７９）は容器（１３、１４）を接続する手段
（３４）を形成することを特徴とする請求項２１に記載のカートン箱。
【請求項２３】
　第３のブランク（５１）の第１パネル（５２）と第２パネル（５３）が、カートン箱（
１）の後壁（８）を形成する容器（１３、１４）の内の一方の中央パネル（４２）に接続
され、第３のブランク（５１）の第４パネル（６８）と第５パネル（７０）が、カートン
箱（１）の底壁（１１）を形成する第１の容器（１３）及び第２の容器（１４）の夫々の
第１大型サイドフラップ（４６）に接続されていることを特徴とする請求項２２に記載の
カートン箱。
【請求項２４】
　第３ブランク（５１）は、第２の予備折曲線及び／又は脆弱化線（２５）に平行な第３
の折曲線（７２）により第５パネル（７０）に接続された第６パネル（７１）を有するこ
とを特徴とする請求項２２に記載のカートン箱。
【請求項２５】
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　第３ブランク（５１）の第１パネル（５２）と第２パネル（５３）はカートン箱（１）
の後壁（８）を形成する第１の容器（１３）の中央パネル（４２）に接続され、第３ブラ
ンク（５１）の第４パネル（６８）と第５パネル（７０）はカートン箱（１）の底壁（１
１）を形成する第１の容器（１３）及び第２の容器（１４）の夫々の第１大型サイドフラ
ップ（４６）に接続され、第３ブランク（５１）の第６パネル（７１）はカートン箱（１
）の前壁（７）を形成する第２の容器（１４）の中央パネル（４６）に接続されているこ
とを特徴とする請求項２４に記載のカートン箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たばこ製品パケットのカートン箱に関する。
【０００２】
　特に、本発明は、複数のシガレット・パケットを収容するためのカートン箱に関する。
【背景技術】
【０００３】
　一般的に、シガレット・パケットのためのカートン箱はヒンジが付いた蓋を備えた硬質
包装体から成り、主に長手軸に沿って延びる直方体の形状を有している。
【０００４】
　このようなカートン箱は、下側にある容器と、この下側容器の一端縁部にヒンジ連結さ
れた上側のカップ状蓋とを有しており、同蓋は開いた位置と閉じた位置との間で回転でき
るようになっている。
【０００５】
　下側の容器は、平行に向かい合った前壁及び後壁と、互いに平行でかつ前壁と後壁に垂
直な２つの側壁と、底壁とを有する。
【０００６】
　容器の壁面寸法は、前壁及び／又は後壁に沿って５個のシガレット・パケットが接触し
た状態で配され、シガレット・パケットが２列重なり合った状態で収納できるような寸法
となっている。上側の列、又は下側の列における各パケットは夫々小さい側壁に沿って互
いに接触した状態にある。
【０００７】
　カートン箱が開放した位置では、上列を構成する箱に対してはユーザーが容易にアクセ
スできる一方、上列の箱を一旦取り除いた状態で下列の箱がアクセスできるようになって
いる。
【０００８】
　このようなパッケージでは、下側の列を成すシガレット・パケットを取り出す際にある
程度の困難さがある可能性がある。実際、それは細長い直方体の形状であるために容器と
してはそれらパケットの上壁までしかアクセスできず、それらの取り出しの妨げになって
いる。
【０００９】
　また、下側の列が一杯の場合には各パケットはお互い押圧した状態にあるためにパケッ
トの取り出しが一層困難である。
【００１０】
　これらの条件では、パケットを取り出そうとする試みの間、ユーザーは、パケットを取
り出すにあたってそれらを掴むことが困難であると分かるばかりか、カートン箱の硬い包
装体を変形させたり凹ませたりする可能性があり、その完全性を損なうことにもなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、上記の欠点を克服できるたばこパケットのカートン箱を提供すること
にあり、換言すれば少なくとも２列で配置されたタバコ製品のパケットを容易に取り出す
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ことができ、かつ使用中は硬い包装体の完全性が保たれるようなカートン箱を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　指摘した技術的な目的と特定化された目標は、添付の特許請求の範囲に記載された特徴
を有するたばこ製品のパケットのカートン箱によって達成される。
【００１３】
　本発明をその好ましい実施形態を示す添付図面に参照しながら以下、説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明によるカートン箱の斜視図であって、閉じた状態を示した図である。
【図２】本発明によるカートン箱の斜視図であって、半開きの状態を示した図である。
【図３】本発明によるカートン箱の斜視図であって、開いた状態を示した図である。
【図４】図３の詳細部を拡大した図である。
【図５】他の部分を見やすくするため幾つかの部分を取り除いた、開いた状態のカートン
箱の斜視図である。
【図６】本発明によるカートン箱の代替実施形態の斜視図である。
【図７】本発明によるカートン箱の他の代替実施形態の斜視図である。
【図８】本発明によるカートン箱の他の代替実施形態の斜視図である。
【図９】半開き状態での、本発明によるカートン箱の第２実施形態の斜視図である。
【図１０】図９のカートン箱の代替実施形態の斜視図である。
【図１１】図９の拡大された詳細部の断面図である。
【図１２】図１、図２及び図３のカートン箱を作るために使用されるブランクを示す平面
図である。
【図１３】図１、図２及び図３のカートン箱を作るために使用されるブランクを示す平面
図である。
【図１４】図９のカートン箱を作るために使用されるブランクの平面図である。
【図１５】本発明によるカートン箱の第３実施形態の斜視図であって、閉じた状態の図で
ある。
【図１６】本発明によるカートン箱の第３実施形態の斜視図であって、開いた状態の図で
ある。
【図１７】本発明によるカートン箱の第４実施形態の斜視図であって、閉じた状態の図で
ある。
【図１８】本発明によるカートン箱の第４実施形態の斜視図であって、開いた状態の図で
ある。
【図１９】本発明によるカートン箱の第５実施形態の斜視図であって、閉じた状態の図で
ある。
【図２０】本発明によるカートン箱の第５実施形態の斜視図であって、開いた状態の図で
ある。
【図２１】本発明によるカートン箱の第１の代替実施形態の斜視図であって、半分開いた
状態を示した図である。
【図２２】図２１のカートン箱を作るために使用される平らなブランクの平面図である。
【図２３】本発明によるカートン箱の第２の代替実施形態の斜視図であって、閉じた状態
の図である。
【図２４】本発明によるカートン箱の第２の代替実施形態の斜視図であって、半分開いた
状態の図である。
【図２５】図２３及び図２４のカートン箱を作るために使用される平らなブランクの平面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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　図１、図２及び図３を参照するに、符号１は、例えばシガレット・パケットのようなタ
バコ製品のパケット２のカートン箱全体を示している。一般的に、パケット２は、前壁３
と、後壁４と、２つの小さい側壁５と、２つの大きい側壁６からなる直方体の形状を有す
る。
【００１６】
　カートン箱１は長手軸線Ａに沿って延びている。特に、それは実質的に直方体の形状を
有する。
【００１７】
　カートン箱１は、夫々７、８、９、１０、１１及び１２の符号が付いた複数の壁を有す
る。
【００１８】
　特に壁は、前壁７と、後壁８と、前壁７及び後壁８に対して横方向に延びる２つの側壁
９、１０と、底壁１１と、上壁１２から構成されている。
【００１９】
　カートン箱１には少なくとも２つの容器１３、１４があり、その夫々が少なくとも１列
１５のたばこ製品のパケット２を含んでいる。この特定ケースでは、夫々の列１５には５
個のシガレット・パケット２がある。
【００２０】
　以下、上記容器を第１の容器１３及び第２の容器１４と呼ぶ。
【００２１】
　夫々の容器１３、１４は、底壁１６と、第１、第２の小さい側壁１７、１８と、第１、
第２の大きい側壁１９、２０とを有する。
【００２２】
　各容器１３、１４の第１、第２の小さい側壁１７、１８は、カートン箱１の側壁９、１
０を夫々形成する。
【００２３】
　各容器１３、１４の第１の大きい側壁１９は、カートン箱１の底壁１１を形成する。
【００２４】
　各容器１３、１４は、パケット２の取り出しを容易にするための、少なくとも１つの領
域２１を有する。
【００２５】
　その取り出し領域２１では、列が完全な状態でパケット２を列１５から容易に取り出す
ことができ、このようにして一旦列１５内の最初のパケット２が取り出されたならば、残
りのパケット２の取り出しも容易になる。
【００２６】
　取り出し領域２１はＵ字状の切り欠きによって形成される。
【００２７】
　或いは、取り出し領域２１は任意の形状を有する切り欠きによって形成しても良い。
【００２８】
　好ましくは、各容器１３、１４の第２の大きい側壁２０はその中央部に切り欠き２１を
有する。
【００２９】
　更に、第１及び第２の大きい側壁１９、２０の両方が「Ｕ」字状の切り欠き２１を有す
る。
【００３０】
　各容器１３、１４の底壁１６は、シガレットのパケット２の列１５を収容するように設
計されている。特に、パケット２は、それらの後壁４が底壁１６と接触し、パケットの大
きい側壁６同士が互いに並ぶように整然と配列される。これに代わるものとして、パケッ
ト２は、大又は小の側壁５、６が各容器１３、１４の底壁１６に接触するように、互いに
対向する各容器１３、１４内に配置されるようにしても良い。
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【００３１】
　第１及び第２の容器１３、１４は、カートン箱１の底壁１１に沿って設けられた少なく
とも第１の予備折曲線及び／又は脆弱化線２２に沿って互いに対して接続される。
【００３２】
　このように、容器１３、１４は、本のように開いてパケット２を取り出せる位置と容器
１３、１４が実質上隣り合い、かつ／又は重なり合うような閉じ位置との間で第１予備折
曲線及び／又は脆弱化線２２の周りで回転可能である。
【００３３】
　閉じ位置では、各容器１３、１４の「Ｕ」字状切り欠き２１は図２に示すように互いに
向かい合い、ユーザーによるカートン箱１の開口に好ましい領域２３を形成している。
【００３４】
　カートン箱１は又、それ自身を閉じ位置に保持するためのロック手段２４を備える。
【００３５】
　ロック手段は少なくとも上壁１２を少なくとも部分的に覆う蓋２４を有している。カー
トン箱１の図示しない実施形態では、部分的に予備折曲線及び／又は脆弱化線に沿い、夫
々対をなして相互に接続された２つ以上の容器を部分的に覆うように設計された２つ以上
の蓋２４が存在する。
【００３６】
　蓋２４は、第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２５に沿って容器１３、１４の少なくと
も一方に接続される。好ましくは、蓋２４は第１の容器１３に接続される。
【００３７】
　この場合、第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２５はカートン箱１の後壁８に沿って設
けられる。
【００３８】
　特に、蓋２４は上壁２６、２つの側壁又は側部２７及び前壁２８を有する。
【００３９】
　カートン箱１が閉じ位置にある場合、蓋２４は上壁１２と、少なくとも部分的に前壁７
及び側壁９、１０を覆う 。
【００４０】
　図示されていない実施形態では、蓋２４が上壁１２と前壁２８を有し、上壁１２を覆う
と共にカートン箱の前壁７を部分的に覆う。
【００４１】
　図１に示された第１実施形態では、第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２５は容器１３
、１４を相対的に回転するための第１予備折曲線及び／又は脆弱化線２２と平行である。
【００４２】
　図示されていない実施形態では、第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２５は、カートン
箱１の上壁１２の一端縁部２９に沿って設けられるものでも良く、或いはカートン箱１の
上壁１２に沿って設けられるものでも良い。
【００４３】
　カートン箱１は又、夫々の列１５の各パケット２を夫々の容器１３、１４に保持するた
めの手段３０を有する。
【００４４】
　好ましくは、この保持手段は、底壁１６に塗布されてユーザーがパケット２を取り出す
まで各パケット２と各容器１３、１４との間に一時的な接続を成す少なくとも１つの粘着
物質層３０を有する。この粘着物質は、例えば乾燥しないで再配置することができる接着
剤のように弱い接着作用を持つことが好ましい。
【００４５】
　図示されない実施形態では、保持手段３０は、パケット２がカートン箱１から脱落する
のを防止するように適当な形状を有して各容器１３、１４に固定されるか或いは容器１３
、１４の一部である包装材料からなる平坦ブランクから得ることができるだろう。例えば
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、図６、図７及び図８を見れば、カートン箱１の保持手段３０は、各容器１３、１４に関
連して容器１３、１４内のパケット２の列１５を少なくとも部分的に覆う、少なくとも１
枚の遮蔽要素３１を有する。例えば、この遮蔽要素３１は、包装材料やプラスチック材や
別の種類の材料からなるパネルであっても良い。特に図６の場合では、遮蔽要素３１はパ
ケット２の列１５を完全に覆うものであり、ユーザーが一度に１つの容器１３、１４のパ
ケット２の列１５にアクセスできるように完全に除去可能になっている。図７では遮蔽要
素３１は、パケットの取り出しを容易にするために、パケット２の少なくとも一部分を見
える形で残し、パケット２を部分的に遮蔽している。また、図８では遮蔽要素３１は部分
的に除去可能になっている。実際には、連続的なプレカットライン３２により遮蔽部材３
１の第１の部分３３ａの除去が可能になり、第２の部分３３ｂはパケット２を少なくとも
部分的に遮蔽した状態になる。
【００４６】
　カートン箱１は底壁１１に容器１３、１４を接続する手段３４を有する。具体的には、
その接続手段３４が前記第１予備折曲線及び／又は脆弱化線２２を成す。
【００４７】
　図示されない実施形態では、接続手段３４は底壁１１をなくとも部分的に覆う帯を有す
る。帯は、それが少なくとも部分的に後壁８及び／又は前壁７を覆うように延びても良い
。
【００４８】
　図１０を参照するに、カートン箱１は、各開口部３６に結合して蓋２４の所望されない
開きを回避したり、必要に応じてロック手段２４の閉じ動作及び／又は開き動作中に音を
発したりすることができる少なくとも１つの要素３５を有する。結合要素３５は、蓋２４
の前壁２８の内面３７に配置され、これに対応する開口部３６は箱１の前壁７に形成され
る。
【００４９】
　図示されない実施形態では、結合要素３５はカートン箱１の前壁７に配置され、対応す
る開口部３６は蓋２４の前壁２８に形成される。
【００５０】
　結合要素３５及び開口部３６は、詳細な説明に関して、その全体がここで参照されるイ
タリア特許出願ＢＯ２０１１Ａ０００１５１号に記載されたタイプのものである。
【００５１】
　図１０に示された第２実施形態によれば、結合要素３５と夫々の開口部３６は丸い形状
をしており、蓋２４の内面２７とカートン箱１の前壁７の中央に夫々配置される。
【００５２】
　代替実施形態では、状況に応じて２つ以上の結合要素３５と夫々の開口３６が設けられ
るかもしれない。例えば、図１０では、中心から外れた位置にある２つの結合要素素子３
５と夫々の開口部３６を示している。
【００５３】
　結合要素３５は接着された上側部分３８と接着されていない下側部分３９とを有するよ
うに、前壁２８の内面３７に部分的に接着されているだけである。開口部３６はカートン
箱１の前壁７を貫通する孔である。
【００５４】
　下側部分３９は内面３７に接着されていないため、それは、結合要素３５が「クリック
」音を出しながら開口部３６（図１０）に入出する度に蓋２４の各開き／閉じ作用と共に
徐々に曲がる。
【００５５】
　図１５及び図１６に示すカートン箱１の第３の実施形態は、容器１３、１４が２つの側
壁９、１０の一方に沿って設けられた第１予備折曲線及び／又は脆弱化線２２に沿って互
いに接続されたという点で第１の実施形態と異なる。したがって、容器１３、１４を接続
する手段３４は第１予備折曲線及び／又は脆弱化線２２を形成する２つの側壁９、１０の
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いずれか一方に設けられている。
【００５６】
　その結果、カートン箱１の後壁８に沿って設けられた第２予備折曲線及び／又は脆弱化
線２５は、容器１３、１４の相対的な回転のための第１予備折曲線及び／又は脆弱化線２
２に対して横断する。
【００５７】
　図１７及び図１８の第４実施形態を参照すると、第１及び第２の容器１３、１４の第２
の小さい側壁１８は底壁１１を成す一方、第１及び第２の容器１３、１４の第１及び第２
の大きい側壁１９、２０はカートン箱の側壁９、１０を夫々形成する。
【００５８】
　第１実施形態と同様に、容器１３及び１４は、底壁１１に沿って設けられた第１予備折
曲線及び／又は脆弱化線２２に沿って互いに接続されている。このため、容器１３、１４
を接続するための手段３４が底壁１１に設けられる。
【００５９】
　第１実施形態と同様に、第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２５はカートン箱１の後壁
８に沿って設けられ、それは容器１３、１４の相対的な回転のための第１予備折曲線及び
／又は脆弱化線２２に対し平行に走る。
【００６０】
　図１９及び図２０に示す第５実施形態は、容器１３及び１４が２つの側壁９、１０の内
の一方に沿って設けられた第１予備折曲線及び／又は脆弱化線２２に沿って互いに接続さ
れているという点で、カートン箱１の第４実施形態と異なる。
【００６１】
　このため、容器１３及び１４を接続するための手段３４は側壁９、１０の一方に設けら
れ、第１予備折曲線及び／又は脆弱化線２２を成す。
【００６２】
　この場合には、カートン箱１の後壁８に沿って設けられた第２予備折曲線及び／又は脆
弱化線２５は、容器１３、１４の相対的な回転のための第１予備折曲線及び／又は脆弱化
線２２に対して横断する。
【００６３】
　図示されない実施形態では、第１予備折曲線及び／又は脆弱化線２２は上壁１２に沿っ
て設けられる。
【００６４】
　記載されたカートン箱１は、包装材料からなる少なくとも１枚の平坦なブランクを始め
として作られる。
【００６５】
　図１２及び図１３は、図１、図２及び図３に示すカートン箱１の実施形態を作るために
包装材料からなる３枚の平坦ブランクを示している。
【００６６】
　第１及び第２の容器１３及び１４は、包装材料からなる第１及び第２の平坦なブランク
４０、４１から夫々得られる。各ブランク４０、４１は主長手軸Ｂを伴った実質上直方体
の形をしている。
【００６７】
　図１３に関し、ブランク４０、４１の各々は、第１及び第２の容器１３、１４の底壁１
６を形成する中央パネル４２を有する。
【００６８】
　ブランク４０、４１は又、第１及び第２の小型サイドフラップ４３、４４を有し、各フ
ラップは、長手軸Ｂに対して実質的に垂直な夫々の折曲線４５によって中央パネル４２に
接続される。
【００６９】
　ブランク４０、４１は又、第１及び第２の大型サイドフラップ４６、４７を有し、各フ
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ラップは、長手軸Ｂに対して実質的に平行な夫々の折曲線５０によって中央パネル４２に
接続される。
【００７０】
　第１及び第２大型サイドフラップ４６、４７は夫々１組の舌部４８を有し、各舌部はブ
ランク４０、４１の長手軸Ｂに対して実質的に垂直な折曲線４５によって夫々、大型サイ
ドフラップ４６、４７に接続される。具体的には、第１及び第２小型サイドフラップ４３
、４４と第１及び第２大型サイドフラップ４６、４７と夫々の組の舌部４８とが容器１３
、１４の各側壁１７、１８、１９及び２０を形成する。
【００７１】
　「Ｕ」字状の切り欠き２１は、大型サイドフラップ４６、４７の少なくとも一方に作ら
れる。正確には、図１３では各ブランク４０、４１が唯一の切り欠き２１を有し、それは
、ブランク４０及び４１の外側に向かう開口部を備えて第２の大型サイドフラップ４７の
略中央位置に設けられる。
【００７２】
　ロック手段２４と容器１３、１４の接続手段３４は包装材料からなる第３の平坦ブラン
ク５１から得られる。
【００７３】
　図１２に示す第３のブランク５１は略矩形状である。
【００７４】
　第３ブランク５１は、第１パネル５２と、第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２５にい
って第１パネル５２に接続された第２パネル５３とを有する。
【００７５】
　側舌部５４は夫々、略矩形状の第１の部分５６を有し、その部分は第１の脆弱化線５７
によって第２の部分５８に接続されており、さらにその第２部分は折曲線５５によって第
２パネル５３に接続される。
【００７６】
　第３パネル５９は、第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２５に平行な第１予備折曲線６
０により第２パネル５３に接続されている。第２の組の側舌部６１は、第２予備折曲線及
び／又は脆弱化線２５に対して横方向の各折曲線６２によって第３パネル５９に接続され
ている。特に、第３パネル５９は第１折曲線６０により第２パネル５３に接続された第１
のサブパネル６３を有する。
【００７７】
　第２サブパネル６４は最初の第２脆弱化線６５によって第１サブパネル６３に接続され
ている。又、突き出し部６６は３番面の第２脆弱化線６７によって第２サブパネル６４に
接続される。
【００７８】
　側舌部６１は第２サブパネル６４に折曲線６２によって接続される。
【００７９】
　第１サブパネル６３は蓋２４の上壁２６を成すように設計される。
【００８０】
　第２サブパネル６４と突き出し部６６は蓋２４の前壁２８を成すように設計されている
。突き出し部６６は蓋２４の前壁２８の補強要素である。
【００８１】
　第４パネル６８は、第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２５と平行な第１予備折曲線及
び／又は脆弱化線２２によって第１パネル５２に接続されている。
【００８２】
　第５パネル７０は、第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２５と平行な第１予備折曲線及
び／又は脆弱化線２２によって第４パネル６８に接続されている。
【００８３】
　第２及び第３パネル５３、５９と各組の側舌部６１はカートン箱１のロック手段２４を
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成し、第４及び第５パネル６８、７０は容器１３、１４を接続するための手段３４を形成
する。
【００８４】
　第３のブランク５１は又、第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２２に平行な第３の折曲
線７２によって第５パネル７０に接続された第６パネル７１を有する。
【００８５】
　第３ブランク５１の第１、第２パネル５２、５３はカートン箱１の後壁８を形成する第
１容器１３の中央パネル４２に接続されている。第３ブランク５１の第４及び第５パネル
６８、７０は、カートン箱１の底壁１１を形成する各第１及び第２の容器１３、１４夫々
の第１大型サイドフラップ４６に夫々接続されている。
【００８６】
　第３ブランク５１の第６パネル７１は、カートン箱１の前壁７を形成する第２容器１４
の中央パネル４２に接続されている。
【００８７】
　図１４では第３のブランク５１は、第６パネル７１を持たないことにより前述のブラン
ク５１とは異なる。この場合、第３のブランク５１の第１及び第２のパネル５２、５３は
、カートン箱１の後壁８を形成する容器１３、１４の一方の中央パネル４２に接続される
。第３のブランク５１の第４及び第５パネル６８、７０はその第２実施形態のカートン箱
１の底壁１１を形成する夫々の第１及び第２の容器１３、１４の各々の第１大型サイドフ
ラップ４６に接続されている。
【００８８】
　代替実施形態として、カートン箱は包装材料から成る少なくとも単一のフラットブラン
ク７５、７６から得るようにしても良い。
【００８９】
　図２２に示すように、平坦なブランク７５は第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２５に
よって接続された下側部分７５ａと上側部分７５ｂを有する。
【００９０】
　下側部分７５ａは容器１３、１４を形成するように設計される一方、上側部分７５ｂは
蓋２４を成すように設計される。
【００９１】
　下側部分７５ａは第１予備折曲線及び／又は脆弱化線２２に沿って上述した第１及び第
２平坦ブランク４０、４１を接合することで形成されている。特に、第１予備折曲線及び
／又は脆弱化線２２は各ブランク４０、４１の第１の大型サイドフラップ４６と夫々の組
の舌部４８を結合する。第１、第２ブランク４０、４１と同様に、各容器１３、１４の第
２の大型サイドフラップ４７はその中に「Ｕ」字状の切欠き２１を有しても良い。
【００９２】
　第７のパネル７３は第４の折曲線７４により第２大型サイドフラップ４７に接続される
。
【００９３】
　第７パネル７３は更に、第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２５に接続される。
【００９４】
　ブランク７５の上側部分７５ｂは、２つの側舌部５４が折曲線５５によって第１サブパ
ネル６３に接続された第１の部分５８によって形成されるという事実によってのみ図１２
及び図１４に示す第３パネル５９と異なる。
【００９５】
　このため、図２１に示すカートン箱１は平坦なブランク７５から得られる。具体的には
、第７パネル７３は、保持手段３０によって容器１３の第２大型サイドフラップ４７に接
続されるようにしても良い。
【００９６】
　図２５を参照すると、平らなブランク７６は第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２５に
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【００９７】
　部分７６ｂは部分７５ｂに類似しており、このため同部分は蓋２４を形成するように設
計される。
【００９８】
　下側部分７６ａは部分７５ａと類似しているが第７パネル７３はなく、このため第２の
大型サイドフラップ４７は第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２５によって第１のサブパ
ネル６３に接続されている。
【００９９】
　従って、図２３及び図２４に示すカートン箱１は平坦ブランク７６から得られる。この
場合、図２３に示すように、蓋２４がカートン箱１における閉じた位置にある時、同蓋は
第２容器１４の第２の大きい側壁２０を覆うと共に、前壁７と側壁９、１０を少なくとも
部分的に覆う。このため第２予備折曲線及び／又は脆弱化線２５はカートン箱１の上壁１
２に沿って配置されている。
【０１００】
　以上の説明から、容器１３及び１４の回転がどのようにしてカートン箱１の開放を容易
にし、以てユーザーによるシガレットのパケット２の取り出しが可能となり、カートン箱
１が凹んだり変形したりするのを回避できるかが明白である。従って、容器１３、１４が
本のように開いた状態は、機能的で取り扱い容易なだけでなく心地良い使用感を供するカ
ートン箱１を獲得する必要性を満たしている。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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